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筆者紹介

　新型コロナウイルスの影響が長期化しそうだ。

業種や企業によっては、在宅勤務やリモートワー

クが日常化し、健康面の自己管理がより重要にな

ろう。企業はコロナ第二波や新興ウイルスに備え

て「睡眠の質」の改善を支援し、社員の免疫力を

高めておきたい。

　今や日本人の５人に１人は寝付きにくい、眠り

が浅い、早朝覚醒などの悩みを抱えているといわ

れる。在宅勤務では昼夜逆転など睡眠時間に乱れ

が生じやすい。また在宅勤務から在社勤務への切

り替え時に、環境急変によるストレスから不眠症

になるケースもある。

　社員の「睡眠の質」を改善させる取り組みが、

生産性や労働安全のみならず、感染症対策や心の

健康の視点からも重要性を増している。先進的な

企業では睡眠健康指導士を招いて研修を実施した

り、腕時計型の睡眠センサーを導入して社員がス

マホで自己管理したりするところもある。　

　中小企業でもできることがある。住宅リフォー

ム業のＯＫＵＴＡ（さいたま市）では、社員が就

業時間中にオフィスのデスクや社用車で15～20

分ほど仮眠をとれる「パワーナップ制度」が定着

している。会長の奥田イサム氏が大きな事故に

あったのをきっかけに、健康や企業の持続性を大

切にする経営へ方針転換。その取り組みの一環と

して始めた。導入から８年がたち、作業効率の改

善や居眠り運転の防止、創造力の発揮など、さま

ざまな効果が現れているという。　

　睡眠時間は多くの疾病リスクと密接に関わって

いる。厚生労働省の調査によると、疲労の蓄積度

が「高い」または「非常に高い」と判定される人

の割合は、睡眠時間が短くなるにつれて高くなる

傾向がみられる。睡眠不足が続き“睡眠負債”が

溜まると、肥満や糖尿病、高血圧症、ガンなど生

活習慣病の危険因子になるとの研究報告もある。

“睡眠負債”は免疫力を低下させ、感染症にかか

りやすくなることも判明している。カリフォルニ

ア大学の精神医学博士アリック・プレイサー氏の

研究論文によると、風邪をひく確率は、睡眠時間

が５時間未満の人では4.50倍、５～６時間では

4.24倍で、７時間睡眠をとった人より高い確率を

示している。

　多くの読者はご存じないかもしれないが、９月

３日は睡眠健康推進機構（東京都文京区）が定め

た秋の「睡眠の日」。「ぐっすり」の語呂合わせ

になっている。機構では世界睡眠医学協会の「世

界睡眠デー」にちなみ、３月18日を春の「睡眠

の日」に定め、それぞれ前後１週間を睡眠健康週

間とし、睡眠に関する知識の普及や啓発の活動を

行っている。

　『「寝てない自慢」「食べてない自慢」「忙しい

自慢」。日本人が好む職場での自慢話―』。かつ

てツイッターにこんなつぶやきがあり反響を呼ん

だ。「睡眠の日」が浸透しにくいのは「睡眠の質」

とともに「労働の質」を軽視してきたせいもある

のではないか。

「寝てない自慢」に違和感を持たない組織では、

創発や効率改善の取り組みは生まれにくい。在宅

勤務など社外で働く機会が増えれば、健康面の自

己管理ができて着実に成果をあげられる人材がよ

り評価される時代になろう。コロナ禍による経済

危機は、ポジティブに捉えれば働き方改革を加速

し、人材評価のモノサシを見直す奇貨ともいえる。

急激な経営環境の変化にも、しなやかに対応でき

るよう、組織の「免疫力」も高めておきたい。
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令和３年度税制改正要望事項 法 律 相 談

Q１ 新型コロナウイルスによる影響により、スポーツジムが一時的に閉鎖しました。支払済みの会費は返

金されるのでしょうか。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のための対策として、いわゆる「３密」を回避すべきとされま

した。つまり、窓がなかったり換気ができなかったり（密閉）、人が沢山集まったり、少人数でも近

い距離で集まったり（密集）、互いに手が届く距離で会話や発声、運動などをする（密接）場所は回避すべ

きとされました。新型コロナウイルス感染拡大の状況において、スポーツジムはいわゆる「３密」の場所に

該当し、閉鎖されるのが望ましいとされていました。その際のジムの閉鎖は不可抗力によるものであり、ジ

ム閉鎖中の会費を既に支払った会員は返金を求めることができるものと考えられます。

　その理由は次のとおりです。①ジムとの契約にジム閉鎖時の返金に関する規約がない場合、2020年４月

１日よりも前の契約であれば、改正前の民法第536条１項により、会費支払義務は消滅し、支払済の会費は

不当利得返還請求として、返金請求ができるものと考えられます。2020年４月１日以降の契約であれば、

改正民法第536条１項により、会員は履行を拒絶する権利を有することになり、契約を解除すれば、不当利

得返還請求として、支払済の会費の返還請求ができるものと考えられます。②ジム閉鎖時の返金に関する規

約がある場合で、返金するとの規約がある場合は有効であり、支払済の会費は返金されるので問題は少ない

と思われますが、一切返金しない旨の規約がある場合は、その規約が消費者である会員の権利を制限し、義

務を加重するものとして、消費者契約法第10条により無効になり、ジム閉鎖時以降の支払済の会費の返還

請求ができるものと考えられます。

結婚式場での結婚式を予定していたところ、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から結婚式を

キャンセルすることにしました。直前のキャンセルであったので、式場からキャンセル料の請求が来

ました。キャンセル料は支払わなければなりませんか。

　事案によっては、キャンセル料は支払わなくてもよい可能性があります。

　式場の契約などに「お客様の解約」等のタイトルでキャンセル料の規定がある場合があります。新

型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、結婚式の開催が社会通念上、履行不能と評価できる状況であれ

ば、その際の結婚式のキャンセルは、不可抗力による解約といえ、結婚式を申し込んだ側からの事情（例え

ば、新郎新婦の都合による解約）による解約とは事情を異にして、「お客様の解約」等の規定は適用されな

いと考えることができます。

上記の場合で、結婚式場での代金について、支払わなければなりませんか。

　2020年４月１日施行の改正民法第536条１項の規定によれば、「当事者双方の責めに帰することが

できない事由によって、債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を

拒むことができる」としており、物理的に結婚式の開催が可能であっても新型コロナウイルス感染拡大の状

況において、結婚式の開催が社会通念上、履行不能と評価できるのであれば、法的には、社会通念上、双方

に帰責性のない履行不能の状態にあると考えられ、消費者としては、代金の支払いを拒むことが可能と考え

られます。

　なお、式場が既に負担した実費相当額は消費者が負担しなければならないと考えられます。　
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身近な法律相談

　８月10日現在において、新型コロナウイルスの感染拡大防止による緊急事態宣言が解

除されていますが、新型コロナウイルスの感染者が増大した場合などには再び緊急事態宣

言が発令される可能性もあります。

　このような状況のもと、様々な法律相談が出てきている状況にありますが、今回は、新型コロナウイルス

にまつわる身近な法律相談（消費者問題）について、検討していきたいと思います。

弁護士 渡　部　英　明

間違い探しの答：①カマ（左上）　②カンザシ（左）　③三味線の糸巻き　④指（男性）　⑤バチ（左下）　⑥指（女性）　⑦隈取（男性）


